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I 事業の概要 

１. 事業の目的 

MaaS（Mobility as a Service）や自動運転等の先進モビリティサービスは、少子高齢化や都市

部への人口集中をはじめとした我が国の社会構造の変化によって顕在化する様々な社会課題

に対し、移動の自由の確保、地域活性化、移動の効率化及び人手不足解消などで貢献し、同

時に、生活利便性の向上や産業競争力の強化により我が国全体の経済的価値の向上に寄与す

るものであり、 その社会実装に向けて、官民協調して関連する取組全体を引き続き強力に押

し進めることが重要である。 
なお、先進モビリティサービスを導入するには、交通事業者をはじめとする関係者との綿密

な調整のもと、実証実験等を通じてサービスの検証・見直し・改善を繰り返しながら、徐々

に完成度を高めて社会実装に近づけていくことが必要である。 
上記を踏まえ、本事業では、MaaS を活用して新たな移動需要をつくることにより、地域の

稼ぐ力を向上させることを目的として、中国地域における持続可能なモデルを提案し、その

効果と実装可能性について、調査・実証する。さらに展開可能なモデルの作成を行うこと

で、他の地域における導入に向けた具体的な検討を促進する。 

 

２. 実施概要 

(１) 事業名称 

令和５年度中国地域における自動走行・MaaS 等の社会実装に向けた取組実現可能性調査

事業 
 

(２) 事業期間 

令和 5 年 9 月 28 日から令和 6 年 3 月 15 日まで 
 

(３) 対象地域 

鳥取県西部地域（米子市、大山町、伯耆町等） 
 

(４) 主な業務内容 

① 先進モビリティサービスを活用した持続可能モデル調査 
○ 持続可能モデルの提案 
○ 持続可能モデルの検証 
○ 効果検証 

② シンポジウムの開催 
○ 周知ならびに参加者の受付 
○ 効果測定 
○ シンポジウム運営 

③ 調査報告書の作成 
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２. 交通に関する国の規制改革及び制度改正の状況 

(１) 規制改革の動き（概要） 

生産年齢人口の激減という危機において需要・供給両面の市場維持を目的に、デジタルの力

の「解放」、スタートアップなどによる革新的サービスの創出を阻む 規制・制度改革を推進

するため、デジタル行財政改革の枠組みの下、令和 5 年 10 月 16 日に規制改革推進会議を開

催し、20 回にわたるワーキング・グループの開催・審議を経て、令和 5 年 12 月 26 日に「規

制改革推進に関する中間答申」をとりまとめた。 
 
本答申において、「（交通）移動の足の不足の解消」では、以下のように記載されている。 

 
○ 「地域住民や観光客の移動の足の不足、「移動難民」問題は既に全国各地で生じている

現在進行形の危機であり、今後の生産年齢人口の減少や高齢化に伴う免許返納に伴っ

て、更に大きな危機となるおそれがある。このような中、国民の 移動の自由を回復し、

かつ、インバウンドを通じた「観光立国」にもつなげるため、関係省庁は次の措置を講

ずる。」 
○ 具体的には、タクシーの規制緩和やライドシェア事業のための法律制度についての議論

について審議の結果が示され、自家用自動車を用いた有償運送の制度改善についても以

下のように記載された。（中略） 
○ 「⑥ 宿泊施設の車両を用いた有償運送を可能とするため、交通空白地において、 宿泊

施設が共同して、その保有する車両を当該宿泊施設の利用者やその他 の住民又は観光客

を対象として有償運送に活用できることを明確にする。」 
 

(２) 中間答申を踏まえた自家用車・一般ドライバーの活用に対する議論 

中間答申を踏まえた自家用車・一般ドライバーの活用に対する議論として、第 6 回地域産業

活性化ワーキング・グループ（令和 6 年 1 月 29 日）においては、自治体視点での課題認識と

して、京丹後市で運行している自家用有償旅客運送の枠組みを活用したライドシェア型公共

交通等の説明及び事業者視点からの説明が行われた。 
京丹後市は国家戦略特区よる規制緩和によって、全国に先立ちライドシェア型公共交通（さ

さえ合い交通）を運行しており、ウーバーテクノロジーの配車アプリを活用することで生活

と観光の両面をターゲットとした取組を推進している。委員からの質問に対して、「市内の

移動を円滑にすることにより観光需要を広げ、地域活性化に繋げる｡」と回答があった。 
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図 3-2 ライドシェア型公共交通「ささえ合い交通」の利用方法 

出典：内閣府「京丹後市 地域で支える地域の交通ライドシェア型公共交通ささえ合い交通 について」 

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_05local/231106/local01_03.pdf（参照 2024-2-26） 

 

(３) 地域交通における「担い手」「移動の足」不足への対応方策 

第１回交通政策審議会陸上交通分科会自動車部会（令和 6 年 2 月 7 日）では、部会事務局か

ら地域交通における「担い手」「移動の足」不足への対応方策が示されるとともに、規制改

革推進会議地域産業活性ワーキング・グループのほか、全国ハイヤー・タクシー連合会、全

国自動車交通労働組合連合会、全国知事会、活力ある地方を創る首長の会の各代表へのヒア

リングが行われた。全国知事会の代表として平井鳥取県知事から、「コミュニティ・ドライ

ブ・シェア（鳥取型ライド・シェア）」について説明がなされた。 
※コミュニティ・ドライブ・シェア（鳥取型ライド・シェア）について（5）で内容記載 
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図 4 観光に関連した道路運送法の許可又は登録を要しない運送 

出典：国土交通省『「道路運送法の許可又は登録を要しない運送に関するガイドライン」について』 

https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001322024.pdf（参照 2024-2-26） 
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３. 地域における二次交通に関する動き 

(１) 大山山麓・日野川流域観光推進協議会の取組（鳥取大山山麓ぐる～んと観光タクシー旅） 

① 取組の概要 
 地域における広域周遊のための移動手段として運行している「鳥取大山山麓ぐる～んと観光

タクシー旅」は、事前に周遊コースを設けた貸切観光タクシープランで、これまで主要観光

地を定時定路線で運行していた「大山る～ぷバス」がコロナ禍の影響により令和 2 年度以降

廃止となり、代替として運行を開始した。 
 なお、令和 5 年度は 3 時間 5,000 円からの運賃設定としているが、各コースにおける運賃に

対して国土交通省（中国運輸局）に申請を行うことで、通常の金額よりも安価に価格を設定

し、半額程度を行政が補助することでサービスを提供している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 鳥取大山山麓ぐる～んと観光タクシー旅の運行概要（令和 5 年度運行周知チラシ） 

  















19 

５. 地域の動き 

(１) 鳥取県観光振興指針「ようこそようこそ鳥取県運動取組指針」の改訂 

 鳥取県観光振興指針では、以前より『霊峰｢大山｣のブランドイメージ形成とスポーツツーリ

ズム推進』を指針の 1 つに設定し、霊峰大山の情報発信からブランドイメージ形成への支援

やスポーツリゾート大山の情報発信や環境づくりに努めてきた。 
 また、2023 年度の改訂では「持続的な観光地域づくりの推進」を新規に設定し、「魅力あ

る観光地 鳥取の形成」においても大山などの観光資源を活用したアドベンチャーツーリズ

ムの推進を打ち出している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

図 6 鳥取県観光振興指針「ようこそようこそ鳥取県運動取組指針」の主な改訂内容（鳥取県資料より） 

  



20 

(２) 環境省の取組（国立公園における滞在体験の魅力向上のための先端モデル事業） 

 大山隠岐国立公園大山蒜山地域は、環境省「国立公園における滞在体験の魅力向上のための

先端モデル事業」の対象公園として全国４地域のうちの一つに選定されており、選定のポイ

ントである「日本の伝統的自然観や歴史文化を踏まえた自然体験の拠点づくり」に向けて、

令和 5 年度から当該公園の利用の高付加価値化に向けた基本構想の検討を行うこととして

いる。 
 また、令和 5 年度から令和 6 年度にかけて基本構想の策定を予定しており、令和 5 年度は

基本構想の策定に向けた、関係者等へのヒアリングの取りまとめや民間提案公募等を行って

いる。 
 今後、利用拠点の選定に向けて、推進枠組の検討もあわせて行い、国立公園ならではの感動

体験を提供する宿泊施設の誘致を含む具体的な事業実施を予定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 先進モデル事業の推進方針 

出典：環境省「宿舎事業を中心とした国立公園利用拠点の面的魅力向上に向けた取組方針（概要）」 

https://www.env.go.jp/content/000143696.pdf（参照 2024-2-27） 
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(３) 大山町の取組（ＤＭＯの設立） 

 大山町では、観光地域づくり法人（以下、DMO）の設立を目指した動きが進んでおり、

2023 年度に DMO 準備室を設置し、2024 年度内での候補 DMO 登録、運営開始を目指してい

る。 
 今後は、DMO による各種データ等の継続的な収集･分析、データに基づくブランディングや

観光プロモーション等が期待される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 8 観光地域づくり法人（DMO）の概要 

出典：国土交通省観光庁「観光地域づくり法人（ＤＭＯ）とは？」 

https://www.mlit.go.jp/kankocho/page04_000048.html（参照 2024-2-22） 
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(４) 株式会社モンベルの取組 

① ジャパンエコトラック 
 自転車等の人力による移動手段で、日本各地の豊かで多様な自然を体感し、地域の歴史や文

化、人々との交流を楽しみながら旅をするスタイルである「ジャパンエコトラック」を推進

しており、大山町内においてもサイクリングルートを設定している。 
 また、上記に付随して大山観光局ではクロスバイクや電動アシストサイクルのレンタルサー

ビスを行っているほか、一部のタクシー事業者においては自転車が積載可能なタクシー車両

を保有している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9 大山山麓満喫サイクリングルート 

出典：ジャパンエコトラック「大山山麓満喫サイクリングルート 

https://www.japanecotrack.net/api/pdfs/routes/20230328111454_lP7jN.pdf（参照 2024-3-1） 
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② 大山町との「連携・協力に関する包括協定」の締結 
2017 年に鳥取県大山町と「連携・協力に関する包括協定」を締結 

（連携・協力事項） 

1）自然体験の促進による環境保全意識の醸成に関すること 

2）野外体験を通じ、子どもたちの生き抜いていく力の育成に関すること 

3）自然体験の促進による健康増進に関すること 

4）防災意識と災害対応力の向上に関すること 

5）地域の魅力発信とエコツーリズムの促進による地域経済の活性化に関すること 

6）農林水産業の活性化に関すること 

7）高齢者、障がい者などの自然体験参加促進に関すること 

 

③ キャンプ場の運営 
 大山隠岐国立公園の下山野営場再整備プロジェクトにおいては、環境省と㈱モンベルを代表

法人とする共同企業体が契約し、設計工事と運営管理を一体的に民間事業者が行う形（DBO
方式）をとってプロジェクトを推進している。 

 なお、2024 年 4 月から、㈱モンベルが運営するキャンプ場「モンベル大山キャンプサイ

ト」として「下山キャンプ場」のリニューアルオープンを予定しており、今後は国立公園大

山周辺におけるアウトドア体験の拠点としての機能が期待されている。 
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２. アンケート結果 

(１) アンケート回答者の属性 

① 年代 
 50－59 歳が 33.8％と最も多く、60－69 歳、40－49 歳の順に回答が多く得られた。 
 全体的に 40 歳以上の回答割合が対象となる母数よりも大きい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 12 アンケート回答者の年代 

 
② 居住地域 
 中国地域、京阪神の順に回答が多く得られ、この 2 地域で約 80％を占めている。 
 アンケート回答者と対象となる母数の割合について、大きな違いは見られなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 13 アンケート回答者の居住地域 

 

③ 性別 
 男女比は男性 58％、女性 42％であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 14 アンケート回答者の性別  
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図 18 回答件数上位 5 件の位置図 

 

  































45 

３. MaaSデータ等の連携・利活用【ステップ３】 

MaaS を推進していくにあたっては、様々な事業者相互において、時刻表等の静的情報や、

リアルタイムの運行情報、予約状況等の動的情報をはじめ、各種データが共有されることが

必要になってくる。また、交通サービスのみならず、小売・飲食、宿泊・観光・アミューズ

メント等の商業サービス、物流サービスや行政サービスなど、多様な分野との連携により

様々な効果をもたらす可能性があり、その際にはデータの連携が必要となり、さらに、蓄積

された人の移動データを活用することで、交通事業者によるサービスを含む様々なサービス

提供、さらにはまちづくりの最適化に寄与することが想定される。 
他方、各種データの整備・加工・分析には一定のコストを要するため、コストをいかに分担

するか、コストをいかに低減させるかが課題となるとともに、個人情報保護等の観点から、

共有可能なデータの範囲をどうするか、データセキュリティをいかに構築するかといった課

題もある。 
先述の MaaS 関連データ検討会において「MaaS 関連データの連係に関するガイドライン」

を策定しており、MaaS におけるデータ連携の方向性やルールについてとりまとめている。そ

の中では、以下のような記載がなされている。 

「データが連携されることにより、出発地から目的地までの移動や、目的地での活動も含めた、より精度

の高い人の移動関連データを地域で把握することが可能となる。当該移動関連データを活用すること

で、ニーズに対応した公共交通ネットワークの再編や、移動需要の喚起、効果的なまちづくりやインフラ

整備が図りやすくなる等、様々な地域課題の解決につなげるとともに、地域の経済やコミュニティの活性

化に寄与することも期待できる。」 

出典：国土交通省総合政策局「MaaS 関連データの連携に関するガイドライン Ver. 3.0（令和５年３月 31 日改訂）」 

 
本項では、データ連係が可能となる環境下で想定される活用事例を提案していくが、その前

提をあらためて２点記載しておく。 
 

i) MaaS の実現に向けては、関係者間において MaaS が目指すビジョン及び目的を明確にし、サ

ービスの方向性を定めることが重要である。その際、地域全体のデジタル戦略についても検討

することが望ましい。また、MaaS 関連データについて、その活用が交通やまちづくり、観光

等における効果的な取組に寄与する等、MaaS の提供に係るビジョン及び目的を踏まえ、事前

に 関係者間でその意義を共有することで、データ連携が円滑に行われることが期待できる。

（上記「MaaS 関連データの連係に関するガイドライン」参照） 
 
ii) Ⅱ．２．交通に関する国の規制改革及び制度改正の状況において記載した、アフターコロナで

の運転者不足によるタクシー不足や路線バスの減便などの課題の顕在化に対する、移動の足の

不足の解消に向けた規制緩和等の措置について留意し、「地域公共交通会議」等において観光振

興以外の日常生活の維持など MaaSの基礎的なサービスである地域公共交通の確保・維持や活性

化の視点も踏まえた地域関係者の議論を行い、取組を進めていくことも必要である。 
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４. デジタル経済への移行で課題解決から価値創造へ【ステップ４】 

「３．MaaS データ等の連携・利活用」により分野横断的に様々なデータを取得・利活用す

ることで様々なサービスの向上を図り、更なるＤＸを推進するためには、都市ＯＳ（データ

連係基盤）の構築が必要となる。将来に向けて、ＩＣＴ、Web3.0、ロボット、IoT、ＡＩ、Ａ

Ｒ／ＶＲ、ドローン、自動運転等の先進技術との併用により、地域のサービスを効率化・高

度化することで地域課題の解決を図るとともに、より積極的に快適性や利便性を含めた地域

の新たな価値創出に繋げていくことを目指す。また、データを基にして地域産品を活用した

バリューチェーンの再構築により付加価値向上を図り、観光や地域産品の販売等で域外から

得た資金を域内で効果的に循環し、持続可能な地域づくりを目指す。 
 
国内における MaaS の取組は、地域課題の解消に向けた交通の最適化を目指しており、現時

点ではその多くが国や自治体の支援による実証段階である。大まかに分類すると、①観光客

向けの経路検索、デジタル予約・決裁、②移動手段が不足している地域の住民向けデマンド

型交通、③都市型などに分けられ、経済合理性のある、持続可能な MaaS の事例は見当たらな

い。MaaS 導入によって、交通サービスの選択肢増加などの利便性向上による需要喚起での利

用者の増加、または、複数の交通手段の組み合わせ・最適化・効率化による利用料の増収を

目指しているものの、事業継続化に向けた利益の確保は、今後の課題として留保されてい

る。持続的な MaaS や観光地域の実現のためには、収益性、経済合理性が必要となるため、実

現可能なアイデアとして想定されうる取組を以下に記載する。 
 

ⅰ）小規模社会実装（スモールスタート）による初期段階の費用抑制 

・MaaS の利用者増または利用収入の増加 

 （例）データ活用により、オンデマンドでより多くのニーズに低コストで応えるサービス提供 

（例）高付加価値を提供できる、期間、数量や対象を限定したルート設定 等 

・他のサービスとの連携による収益化 

 （例）観光（周遊チケット、サブスク、体験型メニューとの連携サービス等）、小売（フード

デリバリー、マルシェバス等）、物流（貨客混載） 等 

・Ⅱ4．MaaS関連の取組事例（P15～18）参照のこと 

 

ⅱ）広域観光エリア内の複数の自治体で連携して都市ＯＳを構築 

・都市ＯＳ（データ連係基盤）費用の確保 

→ 国の交付金・実証事業なども活用し、個別自治体の行政コスト抑制を図る。 

→ 広域連携での取組により効率化やサービス分野の拡大（周遊観光による滞在長期化等）を

進め、住民や経済団体・事業者から対価性のあるサービス提供に対して費用負担を求め

る。 

→ 住民や企業との地域ビジョンの共有を土台とし、データ活用による新たな価値やサービス

を創出する循環（エコ・システム）をエリア内で形成し、個別データや都市 OSの利用料等

に対して相応な負担を求める。 

→ データ活用による地域ブランド・エリア価値の向上の結果、エリア内の地域企業・サービ

ス・商品の価値向上が進むことによる間接的受益者の収益増の還元（税収等） 
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図 38 広域観光連携におけるデータ連携の事例（広島県三次市） 

出典：令和 4 年度「地域課題解決のためのスマートシティ推進事業」（総務省） 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000826013.pdf（参照 2024-3-5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

総務省調査事業成果（https://www.mlit.go.jp/scpf/efforts/index.html）において、No16 

広島県三次市「データを駆使した観光客への案内・誘導の円滑化」（令和 4年度）のインタビ

ューでは、データ連携基盤の運営等について以下のような回答がなされている。 

 

●観光客・市民にメリットを感じてもらうことと、観光事業者にメリットを感じてもらうこと

が大事ですね 

「駐車場サービス自体は主に市外からの来訪者向けですが、その分析データを利用するのは最

終的には市内の事業者です。今回の事業費は市が負担していますが、将来的に観光事業者の収

益化が実現していくことで、それに応じた費用負担を担っていただく仕組みを回していけるよ

うになってほしいと考えています。」 

「地域の観光業をどのように運営していくかは、全国的な課題だと思います。金額規模は別と

して、観光事業者が得た収益から、応分の負担をしていただくことがあるべき姿ではないかと

思います。ただし、何も効果が見えないところでお金を出してもらうことは難しいので、まず

はメリットを示していくことが不可欠です。」 
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図 39 都市 OS（データ連携基盤）の活用について 

  

●データ連携基盤の運営は市が中心となっていくのでしょうか。また費用負担はどのようにな

さるのでしょうか 

「今回の事業の財源は、半分を国からの補助、残り半分を県の「デジタル技術を活用した中山

間地域の生活環境向上事業補助金」を活用しており、 2022 年度の市としての負担はありませ

ん。先ほどお話のとおり、運用は極力コストを抑えるように留意し、 2023 度以降は現行シス

テムの維持に加え、その時点の取組成果等に応じた機能拡充のための予算を確保していきたい

と考えています。」 

「当面、データ連携基盤の所有と運営は市と考えています。目標としては、令和 7年度を目標

として「つながる」状態になりたいと考えています。ある程度の市の負担は残ると思います

が、メリットを産み出して、事業者や利用者による費用負担について、ご理解いただいて出し

ていただけるようになれば良いと思います。」 

「また、今後、観光分野以外にも広げて行きたいと考えていますが、分野が広がれば、共通部

分となるデータ連携基盤の費用負担についての議論が別の関係者と起きると思います。その意

味では、データ連携基盤は、市と関係者との間の共有財産という考え方が馴染みやすいのかと

思います。」 



53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 40 都市 OS（データ連携基盤）の活用について 

出典：「都市 OS を活用したスマートシティ実装の更なる推進を目指して」（令和 5 年 6 月 26 日 総務省） 

https://www.mlit.go.jp/scpf/archives/docs/event_seminar230626_mic.pdf（参照 2024-3-5）   
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ⅲ）デジタル地域通貨の導入 

 自治体マイナポイント事業を好例とする、自治体サービス利用者へのポイント付加などを

（デジタル）地域通貨により実施 
 地域住民が MaaS などにより CO2 排出量の少ない交通手段を利用した際にポイントを付与す

ることで、エリア内の SDGs の取組など持続的取組を促進 
 コネクティッドカーが収集するデータの提供について、渋滞緩和、道路工事検知等に関連す

る情報の提供や CO2 削減効果などへのインセンティブ（ポイント）供与 
 そのエリアでしか受けられない観光体験や購入できない商品を地域通貨で購入できるように

することで、エリア外からの誘客促進 
 デジタルによる発行・運用コスト削減、プラットフォーム上への集約・利便性向上による持

続化、保有・使用状況データのマーケティング活用 
 上記により、エリア外から得た収入が地域通貨として優先的にエリア内で消費され、循環型

の自立した持続的な地域経済の確立に寄与 
 サイバー（仮想）空間上にあるデジタル資産（価値）がフィジカル（現実）空間で紐付けら

れる人やモノの移動はモビリティによるため、地域に資金や人・モノを呼び込むためには、

MaaS に向けた取組と地域通貨の検討を並行して議論することが望ましいと考えられる 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 41-1 スマートシティサービスの例 

出展：「令和 5 年版情報通信白書」（総務省） 

地域課題を解決するためのスマートシティサービス事例集（参考４） 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000808085.pdf（参照 2024-3-5） 
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図 41-2 スマートシティサービスの例 

出展：「令和 5 年版情報通信白書」（総務省） 

地域課題を解決するためのスマートシティサービス事例集（参考４） 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000808085.pdf（参照 2024-3-5） 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 42 MaaS モデルによる循環のイメージ  
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３. MaaS実装にあたっての追加施策 

(１) 地域新 MaaS 創出事業の活用 

経済産業省と国土交通省では、地域と企業の協働による意欲的な挑戦を促す「スマートモビ

リティチャレンジ」プロジェクトを実施しており、新しいモビリティサービスの実証実験や

事業性分析等を実施し、ベストプラクティスの抽出や横断的課題の整理等を行うことを通じ

て、地域モビリティの維持・強化、さらには移動課題の解決、地域経済の活性化を目指して

いる。 
上記のプロジェクトの中で、経済産業省では地域の社会課題や移動解決に資する新たなモビ

リティサービスの社会実装に向け、各地域の先進的な取組を支援する「地域新 MaaS 創出推進

事業」を実施しており、令和 4 年度はⅡ．１．（２）で示したとおり、観光客向け乗合タク

シー等の観光客に対応した新たなモビリティサービスの導入として、「地域新 MaaS 創出推進

事業」を活用した実証実験を行った。 
IV で示した「持続可能モデルの提案」における 4 つのステップにおいても、社会実装及び

その実現に向けては事業や体制・環境、受容性・効果等で、実証事業を通じたさらなる検証

が必要であり、事業の主旨からも「地域新 MaaS 創出推進事業」を活用した実証及びその予算

確保、知見の収集が選択肢として挙げられる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 46  経済産業省「地域新 MaaS 創出推進事業」について 

出典：経済産業省・国土交通省「令和５年度のスマートシティ関連事の概要」 

https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001599643.pdf 
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(２) デジタル田園都市国家構想交付金等（データ連携基盤の構築） 

① 観光や交通分野におけるデータ連携に関する課題 
データ連携基盤の構築にあたっては、「データの創成」→「データの連携」→「データの活

用」のサイクルを作り出す必要である。その中で「データの創成」に向けた現状の課題とし

て、大山山麓エリア及び鳥取県全体で観光や交通（バスや鉄道以外のタクシー等）に関する

データ化及びデータフォーマットとなる仕組み・ルールが存在しないことが挙げられる。そ

のため、観光分野とのデータ連携を実現するために、観光周遊に対しては、バス・JR・飛行

機の運航情報をはじめとして、「tabiwa by WESTER」に代表される MaaS アプリの情報やタ

クシー配車アプリの拡大に伴う移動情報のデータ化、地域の観光施設等における来訪情報

等、統一的なデータ及びその収集方法の明確化がデータ連携の下地として必要である。 
一方で、地域内の交通及び観光事業者がメリットを感じることのできる仕組みでなければ

理解・協力を得られないため、データ連携における協力事業者へのインセンティブ付与の仕

組みについても整備が求められる。デジタル田園都市国家構想交付金等を活用した財源の確

保に加え、Ⅳ.4.で記載した「都市 OS」を活用したエリア内における収益の還元等、幅広い

選択肢から地域に適した仕組みを考えていくことが望ましい。 
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② 地域におけるデータ連携基盤の構築 
大山山麓エリアにおける自治体が主体となるデジタル田園都市国家構想交付金や自治体等

の公的資金等によるデータ連携基盤の構築について整理した｡ 
データ連携を進める上では、自治体を中心とした関係者間による地域が目指すビジョン・

目的等を明確にするとともに、地域全体のデジタル戦略の検討が必要である。 
また、活用するデータとして、交通面では GTFS データやプローブデータ等のオープンデ

ータや交通事業者が入手しているアプリ等のデータ、観光面においては観光動態調査や地域

経済分析システム（RESAS）といったオープンデータに加え、地域通貨やこれまで自治体等

が実施した関連する調査等の結果等を想定し、これらを 1 つのデータ連携基盤で結びつける

ことが望ましい。 
なお、データ連携基盤の活用に対しては、観光ルート・周遊先の提案等の観光客・来訪者

へのアプローチのほか、自治体の観光戦略や地域の民間事業者の事業支援の側面を持たせ、

データを活用した地域経済発展のための土台づくりを進めていくことが、「稼ぐ地域」の実

現において求められる。 
実現にあたっては①で示した課題を踏まえつつ、活用する「データの創成」及びその収集

において、異なる利害関係者や事業者、自治体間での連携及び理解の促進が必要不可欠とな

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 47  構築するデータ連携基盤のイメージ  
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(７) シンポジウムの様子 
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(８) シンポジウムの周知 

 中国経済産業局のウェブサイト（申込フォーム）にて、シンポジウムの募集及び受付を行っ

た。 
 シンポジウムの周知については、以下のチラシを作成し、スマートモビリティチャレンジの

ウェブサイトやメールマガジン等を活用して周知を行った。 
 中国地方における自治体においても、バイタルリードの業務を受託している自治体等を中心

に、チラシの配布や参加の呼びかけ等を実施した。 
 バイタルリードのウェブサイトにおいて周知を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 48 シンポジウムの周知チラシ 

 

(９) シンポジウムの運営手順 

本シンポジウムの運営については、当日の役割や進行台本を示したマニュアルを作成し、マ

ニュアルに沿って運営を行った。 

 

  














